
 

 

  

 

 

 

 

 
 

   

中央本部は、 

臨時第９回執行委員会(2019.1.8)を開催し、 
以下の議論と確認を行いました。 

 

中央本部は、2019 年 12 月 26 日に東京地方本部の組合員 4 名が個

人訴訟を行った件について、事実の確認のために東京地方本部に連絡を

とりました。しかし、４名の個人訴訟とは誰なのかと聞くも東京地方本

部の執行委員は「わからない」、地本青年部の役員も「知らない」とい

う回答でした。地本執行委員にこの件について分かる方に中央本部まで

連絡をもらえるようお願いしても何も連絡がなく、現在に至っています。 

そういう状況の中では、中央本部は個人訴訟について判断しようが

ないと議論になりました。 

その上で、以下の点を確認しました。 
 

①東京地方本部が発出した 12月 31日の声明は何を意味しているのか分からない。 

②第三者機関の活用に至っては、これまで中央本部へ上申した上で活用されてきたが、

中央本部への相談や承認もないままに行っており、組織内に確立した慣習･慣例を

逸脱したものである。 

③今回の事態は、不当労働行為に対するたたかい方を決めた大会決定に反する。 

④今回の個人訴訟は、本部はもとより 12地本の総意に基づく行動ではない。 

⑤もはや、組織内において別組織として行動していると言われても致し方ない。 

⑥組織としては統制処分に値する。 

⑦東京地本とは引き続き、個人訴訟の詳細と申 1号の議事録の提出を求めて議論し

ていく。 

⑧今回の事態は東京地本指導部の問題である。 

⑨指令第 18号を逸脱し、マスコミ対応を行っている。 

⑩統制処分については、東京地本と議論した上で検討する。 

⑪東京地本 FAXニュース等に書かれている様々な事実誤認については別途検討し議

論する。 
 

 

 

 
JR 東労組ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

中央執行委員会の確認を基に全組合員での議論を要請します 


